
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「福祉連絡会」で活動をすすめよう 

地域のなかで、生活の困りごとや生活のしづらさを抱え、 

見守りや支援を必要としている人たちが 

そこで安心して暮らし続けることが大切です。 

災害時・緊急時など「いざ」というときのためにも、 

日頃から隣近所とお互いに助けあえる関係を築き、 

地域での「見守り・支え合い活動」を進めましょう。 

自治会、連絡会ごとに“できる活動”を行いましょう 

例えば・・・ 

～お問い合わせ～ 

・福祉委員研修会 

・防災訓練  

・ふくしの学習会 など 

研修・担い手づくり 

・ふれあい喫茶、ふれあいサロン 

・いきいき百歳体操 

・ふれあい運動会    など 

集い・交流の場づくり 

情報の共有・話し合い 

・福祉連絡会での情報共有 

・福祉活動の計画づくり など 

・家に訪問して安否確認 

・ゴミ出しや電球替えなどのお手伝い 

・話し相手  など 

ちょっとしたお手伝い 

見
守
り
支
え
あ
い
活
動
を
進
め
る
た
め
に
、
自
治
会
の
中
に
活

動
を
担
う
組
織
＝
福
祉
連
絡
会
（
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
を
つ
く
り
、

活
動
の
輪
を
拡
げ
て
い
き
ま
し
ょ
う
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この“てびき”は赤い羽根共同募金の配分金を活用しています 

宍粟市立総合教育センター内 
宍粟市波賀町安賀 232-1 

TEL 0790-75-3631 

FAX 0790-75-3650 

 

千種保健福祉センター内 
宍粟市千種町室 1060－1 

TEL 0790-76－3390 

FAX 0790-76－3649 

 

宍粟防災センター内 
宍粟市山崎町鹿沢 65－3 

TEL 0790-62－5530 

FAX 0790-62－1083 

 

やすらぎ福祉センター 
宍粟市一宮町閏賀 300 

TEL 0790-72－8787 

FAX 0790-72－8788 

 

２０２４年７月 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

～つながる・みつける・しらせる・ひろめる～ 

 

福祉委員の役割 

～つながる～ 
「あいさつ」「声かけ」から 

普段の生活の中での「あいさつ」「声

かけ」などから、地域住民とのつながり

を持つことや、日頃から自治会の行事や

交流事業（ふれあい喫茶など）に参加し、

福祉の理解者や仲間づくりを進めてい

くことが大切です。 

地域の課題や困りごとは、普段の暮

らしの中にあります。ふれあい喫茶や

サロンなどの集いの場で、お話をする

中で「○○さん最近様子がおかしいな」

などの『ちょっとした変化』に気づき、

困りごとを発見することが大切です。 

～みつける～ 
「ちょっとした変化」の発見 

ご近所で気になる方や心配な方はいませんか？ 

把握した気になる情報や課題は、民生

委員・児童委員や自治会長などに、定期

的あるいは随時連絡しましょう。困りご

とを抱えている人について、自治会内で

解決できない課題は、社協や行政など関

係者と連携した支援が必要です。 

～しらせる～ 
福祉関係との情報の共有 

 

～ひろめる～ 
福祉情報の発信や啓発 

 見守り訪問を始める前や、活動を続

ける中で、見守り活動の意義や、他の地

域の活動事例などについて「学びの場」

を作ることが大切です。また、住民に必

要な福祉情報を発信し広めることも大

切な役割の一つです。 

 

福祉委員のＡさんはゴミ出しの時に出会う 

一人暮らしのＢさん（おじいさん）が気になっています。 

Ｂさん（おじいさん）が気になっていました。 

 
それがなぁ、忘れっぽくて、 

あんた誰やったかいな？ 

 Bさん、最近調子はどう？ 

 

誰でも忘れることは

たまにはあるから気

にせんよーにね。 

帰宅してからもＢさんが気になり、民生委

員に相談してみると、「１人で考えず、自治会

で話し合う時にみんなでＢさんについて考

えてもらおう。」ということになりました。 

 自治会の会議（福祉連絡会）で、自治会長

や民生委員・児童委員、福祉委員などにＢさ

んの心配な様子について相談しました。 

社協へ相談すると、「Bさんの生活の様子も気になるので、市役所の保健師に

相談してみますね」と返事をもらいました。社協から相談を受けた保健師がＢ

さん宅を訪問し、Ｂさんは介護保険の申請を行い、認定調査の結果、要介護１

の認定を受けることになりました。現在は週に 2回訪問介護、週一回の通所介

護のサービスを利用しながら在宅生活をされています。 

 
ゴミの日じゃないときに

ゴミ出しされることがあ

るなぁ 

 

 
家族は、頻繁には帰ってこ

られないから、大丈夫なん

やろか？ 

 

 社協に相談してみよか？ 

認知症の高齢者 

福祉委員の A さんのお話 

障がいのある方 
子育てに不安を 

抱えている家庭 

訪問しても出てきてくれない方 人との交流が少ない方 

高齢夫婦世帯 

支援を必要とする住民と 

行政や専門機関をつなぐ役割 

気づきや困りごとを 

民生委員や社協につなぐ役割 

地域の中での生活課題や

困っている人を発見 

・介護サービスにはつながりましたが、在宅時の Bさんの見守りや、声かけを 

続けています。 

・民生委員･児童委員や自治会役員と必要な情報の共有をしています。 

・Ｂさんのご家族が帰省されたときには、必要に応じて、Ｂさんの様子を 

伝えています。 

 

B さんへの福祉委員のかかわり 

民生委員法に基づき 

厚生労働大臣から委嘱 

 

福祉委員 

（日常的な見守り） 

民生委員・児童委員 

（個別の定期的な見守り） 
自治会長の推薦により 

    社協会長から委嘱 

 

 民生委員・児童委員と福祉委員との関係は？ 

 

連 携 

つなぐ 


